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第１章 食を取り巻く現状及び課題

１ 食を取り巻く現状

(1) 食品表示偽装の多発

平成20年度生鮮食品及び加工食品の品質表示実施状況調査等によると、

小売店舗においては、前年度と比較して名称及び原産地を適正に表示して

いる店舗の割合はやや改善しているものの、賞味期限の改ざんや産地の偽

装等不適正表示が相次いでいます。

こうした中、平成20年度には、うなぎやたけのこの産地偽装等の問題が

発生し、不適正表示に対して農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律（昭和25年法律第175号。以下「 法」という ）に基づき全国JAS 。

で118件（対前年140パーセント。うち、京都府内は７件）の指示が行われ

ました。

(2) 輸入食品に係る事件の続発と消費者庁の設置

中国産冷凍ぎょうざやいんげんへの農薬混入、乳製品へのメラミンの混

入、さらには事故米穀の不正規流通など、食の安心・安全を揺るがす事件

が輸入食品において相次いで発生しています。こうした中、中国産冷凍ぎ

ょうざ事件で関係機関の連絡が適切に行われなかった問題を一つのきっか

けとして、食品の安全や表示など消費者の安心･安全に関わる問題を幅広

く所管し、情報の一元的な集約・分析機能と消費者行政の司令塔機能を持

つ消費者庁が設置されました。

(3) 食の安心･安全に関する情報の不足

内閣府が平成20年度に実施した国民生活モニター調査結果によると、加

工食品について原料原産地表示がない場合、国産とは限らないことをほぼ

半数の人が知らないなど、消費者の側に食品表示の仕組みが十分伝わって

いないことがうかがえます。

また、食への不安を解消するためのリスクコミュニケーションも各地で

実施されているところですが、食品安全委員会が平成20年6月に実施した

、 、食品安全モニターへの調査によると 食に関する理解は進んでいるものの

関係者の間でお互いのギャップを解消する機会が十分にないという意見も

あり、食に関する情報を十分に理解し、活用することができていない状況

といえます。
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(4) 食への不安の高まり

京都府が開催した行事への来場者を対象としたアンケート結果を平成18

年度と平成20年度で比較すると、府内産食品を安心であると感じる府民の

割合は52パーセントから41パーセントへ、輸入食品を安心であると感じる

府民の割合は10パーセントから４パーセントへそれぞれ減少しており、食

への安心感を高めることができていません。また、府内産食品と輸入食品

を比較すると府内産食品を安心であると感じる府民の方が多いものの、日

本の食料自給率は41パーセント、京都府の食料自給率は13パーセントであ

り、府民の食生活は府内産食品だけでは成り立たない状況にあります。

２ 食を取り巻く課題

(1) 安心の前提となる安全確保の充実

相次ぐ偽装表示の発生や事故米穀の不正規流通問題など一部の食品関連

事業者による問題の発生が後を絶ちません。これをなくすには、生産者、

加工業者等の食品関連事業者それぞれが、コンプライアンスを第一にした

取組を進める必要があります。

また、食品衛生法（昭和22年法律第233号 、ＪＡＳ法その他の法律に）

よる監視、指導等行政の一層の取組を進める必要があります。

(2) 食品関連事業者及び行政による取組や正しい知識の広報の充実

安心・安全の担保についての食品関連事業者による取組み、安心・安全

の基盤づくりのための施策、食に関する正しい知識などについて、府民へ

の十分な情報提供ができていません。例えば、平成20年度に府の保健所が

収去した府内に流通する食品1,774点（うち輸入食品135点）を検査したと

ころ、食品衛生法に違反する食品は発見されませんでしたが、このような

結果をいかに広くお知らせするかが課題となっています。

(3) 情報共有や相互理解の促進

食の安心・安全の確保には、消費者、食品関連事業者、関係団体、行政

等の関係者がそれぞれの立場から相互に情報や意見を交換し、相互に理解

を深めるリスクコミュニケーションの必要性が高まってきています。

(4) 府民の主体的な行動への支援

消費者と食品関連事業者、関係団体、行政等が協働して様々な取組を行

うことが大切です。府民との食に関する情報共有や相互理解を一層進める

ことにより、府民が様々な情報に惑わされることなく、適切な行動をとる

ことができるよう支援することが求められています。




